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知事の安倍元首相「国葬」参加中止と府施設での半旗掲揚の撤回を求める申し入れ 

 

知事は８日の定例記者会見で、国葬が行われる 27日、府庁や府内４カ所の広域振興局な

どに半旗を掲げ、弔意を示す考えを表明し、「知事という立場で公務として参列する」と説

明した。このため交通費などは「公費負担するものだと考えている」とし、府の公金を充て

る方針を示した。また、2020年 10月にあった中曽根康弘元首相の内閣・自民党合同葬の際

も府庁と各振興局などで半旗を掲揚したとして、「先例にならう。国旗を掲げている他の府

施設でも半旗掲揚をする」としている。 

 

日本共産党府会議員団は、9月 1日に知事に対して、国葬の法的根拠はなく、弔意の強制

は思想・信条の自由を侵す危険性があり、「国葬」に反対すること、現場も含めた弔意の強

制を行わないことを求めた。さらに「（国葬は）妥当だと思っている」との知事発言につい

て厳しく批判した。 

その後も国葬に対する国民の批判は広がり、主要な報道機関による調査のほとんどで反

対が多数を占めている。政府は国葬費用について、当初の 2億 5千万円を 16億 6千万円と

し、岸田首相の国会議院運営委員会での説明も国民の疑念を何ら解くものではなかった。 

 

一方、そうした世論の広がりのなか、政府は「地方自治体や教育委員会の協力は求めない」

との閣議決定を行ない、地方自治体に対する協力依頼文書は送られていない。これまで、府

は政府が発出した「半旗の掲揚と黙とうの協力依頼について」の文書を受け、元総理大臣で

ある中曽根、橋本、鈴木、小渕、福田氏の葬儀で府施設に半旗を掲げてきた。また、宮澤氏

の葬儀では依頼要請文はなく半旗の掲揚もしていない。 

知事は「先例にならう」としているが、今回は知事独自の判断であり、それを言い逃れよ

うとしているものである。さらに公金の支出については、京都府でも住民や弁護士が知事が

参列する際に必要な交通費などに公費を支出するのは違法として、住民監査請求を行い支

出の差し止めを求めている。 

こうした中で、西脇知事の安倍元首相「国葬」への参加、弔意の強制につながる府施設の

半旗掲揚は絶対に許されない。わが党議員団は強く撤回を求めるものである。 

以上 


